山県市社会福祉協議会フードバンク事業要綱

（目　的）
第１条　この事業は、社会福祉法人山県市社会福祉協議会（以下「本会」という。）が企業・　団体・個人から食料の提供を受け、山県市内の生活困窮者や支援団体等を対象に食料を無　償で配付する山県市社会福祉協議会フードバンク事業（以下「本事業」という。）を実施
し、食料支援、相談支援により生活困窮者等が地域において自立した生活ができることを
目的とする。

（実施主体）
第２条　本事業の実施主体は本会とする。

（食料支援の対象者）
第３条　本事業の対象者は市内に在住する次の世帯とする。
　（１）生活困窮の訴えがあり、食料支援を必要とするもの
　　　　ただし、生活保護費を受給中の世帯は対象としない。
[bookmark: _Hlk169164194]　（２）生活保護申請中の世帯で、食料支援を必要とするもの
　（３）その他、本会会長が必要と認めた世帯

（食料支援の方法）
第４条　食料支援の方法は次のとおりとする。
（1） 生活困窮の訴えがあるときは、米、食品等を１回あたり７日分を上限として配付
　　　することができ、当該年度において原則３回までとする。
（２）　前号以上に支援が必要なときは、自立相談支援事業または家計改善支援事業の面
談を行い、継続して配付が必要と判断できる場合は期間を延長して支援することが
できるものとする。
２　配付する食料及び量の基準は別に定める。
３　食料配付の方法は、利用者が来所による受け取りを基本とする。
[bookmark: _Hlk169004297]４　緊急の場合、また会長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

（菓子類の支援）
第５条　未就学児もしくは義務教育期間中の子どもを養育している世帯（以下「子育て世
帯」）で次の措置等を受けている場合は、第３条及び第４条とは別に、月１回に限り子ど
も用の菓子類を基本とした食料を配付できるものとする。
①　市町村民税の非課税
　　　②　児童扶養手当の支給
　　　③　就学援助の支給
[bookmark: _Hlk170398539]（食料支援の利用にかかる申請）
第６条　本事業による支援を希望する者はフードバンク事業利用申請書（様式１）により必要書類を添えて本会へ提出申請するものとする。
２　子育て世帯で菓子類を基本とした食料の配付を次年度以降も継続希望する者は、毎年６月末日までにフードバンク事業申請書を再度提出するものとする。

（食料の受け入れ）
第７条　本事業の食料の受け入れについては次のとおりとする。
　（１）　食料を提供する者は、食料提供カード（様式２）に記入し、提出する。
　　　　　ただし、定期的に食料提供する団体については、覚書等を作成する場合、提出を　　　　求めないものとする。
　（２）　対象食品等はアルコール飲料以外の食品で、賞味期限が１か月以上ある物とする。ただし、玄米の場合は、生産から２年以内のものとし、品質が良好なもののみ受け
入れる。

（生活困窮者支援団体等への食料提供）
第８条　本事業は生活困窮者への支援の他、子ども食堂や配食サービス等を実施する支援団体に食料を提供することができるものとする。
２　在庫過多で賞味期限内に配付できない食料については、前項の規定にかかわらず、必要としている市民または市内福祉施設に提供、さらには本会の事業で使用することができるものとする。

（その他）
第９条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は会長が別に定める。

　附　則　
　この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。
　この要綱は、令和　２年６月１日から施行する。
　この要綱は、令和　５年８月１日から施行する。
　この要綱は、令和　５年１０月１日から施行する。　
この要綱は、令和　６年７月２日から施行する。　

